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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は小規模ながら、上場時より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま
た、経営の監視と業務執行を分離するため委員会設置会社（現　指名委員会等設置会社）として透明性の高い経営を目指しており、今後も当該方
針を継続して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　2021年６月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。また、2022年４月から適用となるスタンダード市場への上場を踏
まえた記載としております。

原則および補充原則のうち、以下につきましては、プライム市場上場企業向けとした原則および補充原則を含み、現時点における実施していない
理由を記載しております。

【補充原則１-２④　議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】

　現在の当社の株主構成において機関投資家や海外投資家の持株比率は相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームへの参加や招集
通知の英訳は行っておりません。今後、機関投資家及び海外投資家の持株比率の推移を勘案し、必要に応じて検討してまいります。

【原則２－３　社会・環境問題をはじめとするサステナビリティへの適切な対応】

　当社は、パーパス「子どもの好奇心が、はじける瞬間をつくりたい！」を掲げ、これを核として事業創造につなげていくことで社会的役割を担うこと
が、企業の存在価値と考え適切な対応を行うよう努めてまいります。

【補充原則２－３① サステナビリティを巡る課題についてリスク減少・収益機会につながる重要な経営課題としての認識、積極的・能動的な対応の

検討】

　当社は、環境問題、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機
管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な
企業価値の向上の観点から、これらの課題に取り組んでまいります。その対策と課題の進捗の状況につきましては、具体的になり次第公表してま
いります。

【補充原則３－１②　情報開示の充実】

　当社では、機関投資家や外国人株主比率等の株主構成や費用面を勘案し、英語での情報開示は現在行っておりません。今後は海外投資家等
の比率、費用対効果も勘案のうえ必要に応じて検討してまいります。

【補充原則３－１③　自社のサスティナビリティについての取組み】

　当社は、サステナビリティへの取組みについては重要な経営課題であると考えております。現時点においてこれらの取組み状況について具体的
な開示はしておりませんが、当社の事業そのものが“子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！”を当社のパーパスとして制定し取組むことか
ら、その事業の成果の延長線上において社会・環境問題の改善へつながるものと捉えております。今後、事業の成果のご報告において随時情報
開示をしてまいります。

【補充原則４－１②　中期経営計画】

　当社は玩具事業が業績の大部分であり、当たり外れ、流行り廃りに大きく年間業績が左右されることから、年間業績予想は非常に不確かな数値
を掲げることになってしまうと考え、年間業績予想の開示を控えております。一方、独自の方針として月次の実績報告および、四半期ごとの予測発
表をさせていただくことで、投資家の皆様により確度の高い予測をたてていただけるよう努めてまいります。

　同様の考えによりいわゆる「中期経営計画」を開示しておりませんが、昨今の先行き不確実な外部環境の中、当社が今後目指す目標やそこに至
る戦略的な道筋など、中期的な方針および進捗の報告を開示できるよう準備を進めてまいります。

【補充原則４－１③　最高経営責任者等の後継者計画】

　 現在、当社では代表執行役（最高経営責任者）についての後継者計画は策定しておりません。

　今後、当社グループの中長期の持続的企業価値成長の先頭に立って指導・貢献できる最適な次世代の人財を指名すべく、指名委員会および取
締役会で検討してまいります。

【補充原則４-11③　取締役会の実効性評価】

　取締役会は、原則月１回定期的に開催されるほか、臨時で適宜開催されております。独立社外取締役は、定期的に執行役や内部統制部門等の
関係者に取締役会での決議事項及び報告事項について事前に確認・質問等を行うことで情報収集を行い、取締役会において必要に応じて意見を
述べ、その意見は取締役会の決議及び監査等委員でない取締役の業務執行に反映されております。

　以上のことから、取締役会全体の実効性は確保されていると考えておりますが、実効性の分析・評価及びその概要の開示につきましては、今後
アンケート実施等、状況に応じて分析・評価及びその概要を可視化できる施策を検討してまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　 政策保有株式の保有方針】

１．政策保有株式の保有方針

　当社は中期長期的観点から、企業価値向上のために必要と判断した場合のみ、株式を保有します。取締役会では保有株式の目的および、コス
トに見合う利益があるかどうかついて定期的に審議し、必要性が認められないと判断した場合は縮減していく方針です。

２．政策保有株式の議決権行使の基準

　当社は、株式の議決権行使にあたっては、発行会社及び当社の企業価値への影響を踏まえて、議案への賛否を判断します。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社では、役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合において、かかる取引が会社及び株主共同の利益を害することのな
いよう、以下の体制を整備しております。

（１）会社と役員との取引

　当社が役員との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うにあたっては、必ず取締役会による承認を得ることとしております。また、
当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要な事実を適切に開示いたします。

（２）（１）以外の関連当事者間の取引

　　内部統制の方針に則り、取締役会や経営会議の承認を得ることとしております。なお、関連当事者取引の状況は四半期毎に、取締役会へ報告
されております。

　なお、取締役会に上程される重要な関連当事者取引については、法律の専門家又は会計の専門家の意見を得ることとしております。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

　１．中核人材の登用方針

　当社では、中・長期的観点から企業価値向上のために必要な人材を、性別や国籍によらず、能力や適正によって採用、登用しております。

　その結果、特にダイバーシティ目標数を持たずとも、中核人材の過半数が女性およびグローバル人材が多数、各ポジションに配置されている状
況であり、今後もこの方針を持ち続けてまいります。

　２．人材育成方針等

　全社員が自律的に動くことで、それぞれの個性・強みを発揮し、パフォーマンスを最大限発揮できるような企業力を上げるため、人財投資の一環
として外部パートナー企業の協力を仰ぎ、当社にマッチした教育プログラム作り等の投資を行ってまいります。

　３．多様性の目標値

　当社は、当社が営む事業内容に伴い、女性社員及び外国人社員の管理職登用が進んでいることから、特段の目標値を掲げてはおりません。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。運用機関、運用
商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のほか、入社時には説明を行い運用の確認を行っております。

【原則３－１　情報開示の充実】

　東京証券取引所が定める規則を含む法令等に基づく情報開示に加え、企業理念や経営方針について、適時適切に情報開示を行っております。

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画、

　企業理念及び経営方針について、当社ホームページに掲載しております。

　　https://www.people-kk.co.jp/

（ⅱ）コードの諸原則を踏まえた、ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　（１）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　　当社は、経営方針に掲げているとおり、すべてのステークホルダーを大切にし、常に信頼される企業であり続けたいと考えています。

コーポレートガバナンス・コードは、取締役会を中心とした自己規律のもとに実行すべき経営の重要課題と捉えており、会社の持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上を図るために、基本方針を制定し、取り組んでまいります。

　　（２）コーポレートガバナンスに関する基本方針

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な対応を図ることを通じて、会社、投資家、ひいては経済全体の発展に寄与
するという本コードの制定趣旨を踏まえ、各原則の要求に真摯に取り組むことを基本方針とし、実施しない又は速やかに実施できない原則につい
ては、その理由等を開示します。

（ⅲ）経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続

　社外取締役を除く取締役、ならびに執行役の報酬は、報酬委員会で審議の上、基本報酬の他、業績連動の金銭報酬制度を制定し、当期業績に
則して決定しております。社外取締役、監査役員の報酬は、その役割から基本報酬のみとします。

　なお、その詳細に関しては、本報告書IIの「１．機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役・執行役報酬関係】に記載しております。

（ⅳ）経営陣幹部・取締役・監査役候補の選解任・指名の方針と手続

　指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容、及び取締役会に提出する執行役の選解任に関する議案の内容等
を決定しております。

（ⅴ）個々の経営陣幹部・取締役・監査役の選解任・指名についての説明

　社内取締役については次の通りです。

　取締役兼代表執行役　桐渕真人（2019年4月就任　2023年4月再任） 経営環境の変化に対応できる新たな経営体制のもと組織活力を強化し、企

業価値向上の推進を期待することから選任しております。　

　 社外取締役につきましては、本報告書IIの「１．機関構成・組織運営等に係る事項」の【社外取締役に関する事項】に記載しております。

【補充原則４－１①　経営陣への委任の範囲】

　当社は、指名委員会等設置会社として、会社の基本的な方針の決定と執行役の職務執行の監督を取締役会の役割としており、法令上取締役
会による専決事項とされている事項や経営方針に関わる重要事項及び金額的・質的に重要度の高い業務執行事項は取締役会で決定し、それら



以外の業務執行事項の決定については、原則として執行役で構成された経営会議や各執行役に委任することとしており、当該内容は内部統制や
各種社内規程に明確に定められております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社が定める社外取締役及び独立社外取締役の判断基準及び資質については、本報告書の２．１．「【独立役員関係】その他独立役員に関する
事項」に記載しております。

【補充原則４－１１①　取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するス
キル等の組合わせ、選任に関する方針・手続の開示】

　選任に関する方針・手続きの開示については、取締役候補者の選任に関して、指名委員会は、取締役に求められる役割に応じて基本的資質、
経験・実績等の人材要件、及び経営戦略に照らし必要とされる専門性等に基づき候補者を選任し、株主総会に提出する選任議案の内容を決定し
開示しております。

　指名、監査及び報酬委員会の委員及び委員長の選定に関して、指名委員会は、委員会の役割に応じ定義した人材要件に基づき候補者を選定
し、取締役会に提出する選定議案の内容を決定しております。なお、監査委員会委員及び委員長候補の選定に関しては、事前に監査委員会に意
見聴取を行うものとしております。

　指名委員会は、執行役に求められる役割に応じ定義した基本的資質、経験・実績等の人材要件に基づき候補者を選任し、取締役会に提出する
選任議案の内容を決定しております。

　なお、各取締役および執行役に期待される分野は後掲のスキル・マトリックスをご参照ください。（2023/5月現在）

【補充原則４－１１②　取締役の兼任の状況】

　取締役が当社以外の上場会社の取締役等を兼職する場合、その範囲を合理的なものにとどめるものとし、その状況は、株主総会の招集通知添
付の事業報告に記載しております。

【補充原則４－１４②　取締役、監査委員に対するトレーニングの方針】

　　当社は、社外取締役を含む取締役および執行役の就任にあたって、取締役および執行役に求められる法的責任、会社の定款・諸規定、事業・
財務・組織等に関する必要な知識並びに、コーポレートガバナンスや上場規則に関して十分な理解を深める機会を与え、就任後においても、これ
ら知識等を更新する機会を設けます。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　１．株主との建設的な対話に関する方針

　　当社は、株主からの対話（面談）の申込みに対して、合理的な範囲・方法で代表執行役、IR担当執行役および広報担当者が応対させていただ
きます。

　　株主・投資家との対話の結果は、代表執行役または担当する執行役より取締役会に適宜報告を行い、事業経営に適切に反映し、当社の持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上につなげております。また、定時株主総会の議案毎の議決権行使の状況についても分析を行い、取締役
会で報告を行っております。

　　　　

　　インサイダー情報管理の方策としましては、社内規程に基づき、インサイダー情報管理に十分な配慮を行いつつ、公平かつ迅速、適時な情報
開示に努めております。株主・投資家との面談にあたっては、提供する情報がインサイダー情報に該当しない事を確認した上で情報提供を行いま
す。なお、四半期毎の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関する対話を控える「沈黙期間」としております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社　バンダイナムコホールディングス 888,000 20.30

桐渕真一郎 100,000 2.29

桐渕千鶴子 100,000 2.29

株式会社三菱UFJ銀行 93,000 2.13

市川正史 90,000 2.06

桐渕真人 72,000 1.65

梅田泰行 60,000 1.37

桐渕英人 50,000 1.14

横田真子 41,000 0.94

片山茂雄 36,000 0.82

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

１）上記表は２０２３年１月２０日現在のものです。

２）上記表上の割合％は、発行済株式の総数から自己株式を控除して計算しております。

３）筆頭株主である（株）バンダイナムコホールディングスと、当社との関係について

　1.　当社は、2005年より株式会社バンダイナムコホールディングスの持分法適用会社となりました。バンダイナムコグループに属してはおります
が、経営につきましては独立性を保ち、指名委員会等設置会社として所有および監視と、事業計画立案および経営を明確に分離させた体制で、
従来通り事業を継続いたしております。また、当社の販売取引先につきましても、従来からの変更はありません。

　2.　当社の求めに応じ下記事項について株式会社バンダイナムコホールディングスよりアドバイスをいただき、また、情報交換を行う等良好な関
係を築いています。

　　1）　玩具業界共通のリスク情報の交換・製造開発情報の交換およびアドバイス

　　2）　税務・会計等の法改正、法務問題等に関する情報交換および対応アドバイス

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 1月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 4名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数 3名



社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

森本美成 他の会社の出身者

伊藤　拓 他の会社の出身者

藤本明徳 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名

所属委員会
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会

森本美成 ○ ○ ○ ○ 大手証券会社等勤務経歴

世界経済市場の動向・金融の知識、経験等に
より、主に経営診断の専門家として経営の監
視・監督に当っていただくことを期待した為で
す。

伊藤　拓 ○ ○ ○ ○ 弁護士

グローバルな法律・経営など幅広い専門知識
や経験をもって、当社経営の監視・監督に当っ
ていただくとともに、海外展開をはじめ経営全
般への助言指導をしていただくことに期待した
為です。

藤本明徳 ○ ○ ○ ○ 大手通信企業
コーポレートガバナンスの専門知識が豊富であ
り、人的資本やＤＸ促進の助言指導をしていた
だくことに期待した為です。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 4 1 1 3 社外取締役

報酬委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査委員会 3 0 0 3 社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数 4名



兼任状況

氏名 代表権の有無
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無　 指名委員 報酬委員

桐渕真人 あり あり ○ × なし

小田桐裕子 なし なし × × あり

中北かとり なし なし × × あり

飛田留美子 なし なし × × あり

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する取締役及び使用人による事務局を置くこととします。

当該事務局に属する取締役及び使用人の任命、異動、評価等については、事前に監査委員会の意見を聴取するものとし、執行役はこれを尊重す
ることとしています。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

執行役会により任命を受け、当該手続きから独立した者において内部統制評価を実施し、その実施結果については執行役会へ報告を行います。
評価の状況については、会計監査人と協議を行い、執行役会より監査委員会に報告する体制となっております。監査委員会は、重要な事項につ
いて取締役会に上申し、取締役会はその内容について審議しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、社外取締役と、執行役と取締役を兼務する社内の取締役とは分けて考えま
す。社外取締役の報酬は、当社に生活を依存しない範囲の相応な確定金額とし、業績連動型とはしないものとします。執行役兼務の社内取締役
については、執行役としての任務に対し報酬を支払うこととし、取締役としての確定金額はゼロとします。執行役の報酬については、執行役の責務
は取締役会から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することから、前期の業績等を勘案して決定する個人別の確定金額報酬に、株
主利益に連動した業績連動の個人別の不確定金額報酬を加算することとし、個人別報酬を取り決めます。

　執行役の個人別不確定金額報酬については、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動型給与に該当する役員報酬を支給することとして
います。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役・執行役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 全員個別開示

（個別の執行役報酬の）開示状況 全員個別開示

該当項目に関する補足説明

取締役・執行役ともに個人別に開示。（有価証券報告書等、参照）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役、執行役の報酬については、報酬委員会により方針が定められ、毎期の審議が委ねられます。

　取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、執行役と取締役を兼務する社内の取締役と、社外取締役とは分けて考えま
す。

　社外取締役の報酬は、当社に生活を依存しない範囲の相応な固定金額とし、業績連動型とはしないものとします。

　執行役兼務の社内取締役については、執行役としての任務に対し報酬を支払うこととし、取締役としての固定金額はゼロとします。

　執行役の報酬については、執行役の責務は取締役会から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することから、前期の業績等を勘案し
て決定する個人別の固定金額に、株主利益に連動した業績連動の個人別の業績連動報酬を加算することとし、個人別報酬を取り決めます。

　執行役の業績連動報酬については、金銭報酬のみとし、法人税法第３４条第１項第３号に定める利益連動給与に該当する役員報酬を支給する
こととしております。

決定の方法

　報酬委員会が毎年、取締役及び執行役の報酬等の決定に関する方針を定め決定しています。

具体的方針

　社外取締役と社外取締役以外の執行役兼務取締役、および執行役は、おのおの報酬体系を分けております。

　社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、固定金額のみで構成しております。

　執行役兼務取締役については、執行役としての任務に対し報酬を支払うこととし、取締役としての報酬金額は、ゼロとします。

　執行役の責務は取締役から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することです。従って、執行役の報酬は、前期の業績等を勘案して
決定する個人別の固定金額と、株主利益に連動した業績連動の変動報酬（業績連動報酬）とで構成いたします。

　執行役に対する業績連動報酬については、金銭支給とし、法人税法第３４条第１項第３号に定める利益連動給与に該当する役員報酬を支給す
ることとしています。

2023年１月期以降の業績連動型役員報酬について

2022年２月10日開催の報酬委員会において2023年１月期の業績連動役員報酬の算定方法を下記の通りといたしました。

a）当期のROE（※）が10％を超えた場合を支給対象とします。

b）算定の都合上、役員・従業員の賞与の損金計上前の財務諸表を基に、当期ROE（以下、暫定ROEと言う）を算出します。

　暫定ROEを算定指標として以下の場合に応じ、それぞれに掲げる算定方法で支給額を決定します （１万円未満四捨五入）。

i．当期ROE（※）が10%以上15%以下の場合、以下の算定式によりそれぞれの支給額を算出し、これを上限として決定します。

　　　　代表執行役の変動報酬　＝　（暫定ROE×100）×1,300,000 - 13,000,000

　　　　　　執行役の変動報酬　＝　（暫定ROE×100）×900,000 - 9,000,000

ii．当期ROE（※）が15%以上の場合、以下の算定式によりそれぞれの支給額を算出し、これを上限として決定します。

　　　　代表執行役の変動報酬　＝　（暫定ROE×100）× 1,500,000 - 16,000,000

　　　　　　執行役の変動報酬　＝　（暫定ROE×100）× 1,100,000 - 12,000,000

なお、支給総額の上限金額は44,000千円とします。

※実際に発表される当期ROE（自己資本利益率）は、業績連動役員報酬および従業員賞与を損金計上後の当期の通期財務諸表に基づき算出さ
れた指標となります。

【社外取締役のサポート体制】



　当社では、社外取締役に対するサポート体制として、事務連絡につていは総務部が行っており、毎月開催される取締役会議の議題案内等を事
前に行っております。また、説明を要する資料の事前配布等につきましては、総務部のほか、経理部等の担当からも直接各社外取締役へ通知し、
意見収拾等のサポートを行っています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

桐渕千鶴子 名誉顧問
業界団体との交流と情報収集およ
び業界団体活性化活動に当社を
代表してその任務にあたること。

非常勤

月額報酬25万円
2017/04/13

1年間（1年毎更
新）

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

元代表執行役への業務委嘱に際しては、業務内容及び報酬について当社指名委員会および報酬委員会の決議によりこれを決定しています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　業務執行の状況につきましては、3ヶ月に1回開催される取締役会議において執行役より社外取締役に対し、業績や現状の課題等の報告を行っ
ています。

監視・監督につきましては、監査委員会は上記の定時取締役会議における業務執行の状況ならびに結果報告に加え、四半期ごとに行われる監
査法人から監査報告を受けております。

　監査委員会および報酬委員会は、社外取締役のみで構成されており、指名委員会は社外取締役が過半を占める構成となっております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　公開（上場）前より社外取締役を取締役の過半数とした当社の体制が、委員会設置会社の形態と一致したことから、2003年の商法改正に伴う制
度化と同時に委員会等設置会社（現　指名委員会等設置会社）へ移行しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 期末決算日が20日であることから、株主総会は毎期4月中旬に開催しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載 月次業績、四半期・半期・期末業績の掲示、その他適時開示資料の掲示。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部門においてIR事務窓口担当者（非専任）を設置。



その他

株主総会終了後に懇親会等を開催。

株主向けにインターネットを利用したアンケートを実施。

ステークホルダーに向けてSNSを利用した企業メッセージや業務進捗等を紹
介。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

その他

　当社の経営方針の一つに、「“継続は力”を信じ、拡大を目指して売上目標の設定から
入る予算及び経営計画を排し、“経営構造のバランス”を最重点に管理する経営に徹す
る」とあります。従って、当社は年次や中期計画の予想を出しておりません。

　また、当社は商品が主に玩具であるため、年度の売上高を左右するクリスマスの売上
動向を期初から推測することは難しく、また、投資家の方々の判断を誤らせることにもなり
かねないため、業績予想については次四半期までの予想開示に留めております。しかし、
公開（上場）当初より、月次で業績数値と概況をディスクローズしており、それに基づいて
投資家の方々がより客観的に予測を立てて頂くことを期待しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞

　当社は小規模ながら、既に公開年度より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に
定め、同時に、経営の監視と業務執行の責務別の報酬制度の有り方の基準をつくりました。また、その結果を個人別に株主の皆様にディスクロー
ズする等、どこよりも真っ先に徹底したコーポレート・ガバナンス体制を自主的に作り実行してまいりました。今後も当該方針を継続して参ります。

＜内部統制システムの整備状況＞

　当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・
運用しております。取締役会で決議した基本方針及び運用状況は、以下のとおりです。

1)執行役の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制

ａ．各執行役は、取締役会に報告すべき事項を自ら取締役会で報告しており、常勤取締役は、業績検討会・執行役会等の重要な会議に出席し、監
督的視点か ら執行役の業務執行状況を把握・助言を行っています。

ｂ．全執行役で構成する執行役会を毎週開催し、効率性、有効性、妥当性などの事前調査と確認を経て、業務執行に関する重要事項に関して議
論し決定しています。

2)業務の適正を確保するための体制

ａ. 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する取締役及び使用人による事務局を置くこととします。

ｂ. 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

前号の事務局に属する取締役及び使用人の任命、異動、評価等については、事前に監査委員会の意見を聴取するものとし、執行役はこれを尊
重します。

ｃ. 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

ⅰ）執行役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、監査委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告
を行わなければならないものとします。監査委員会は、必要に応じて、執行役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人から説明・報告を求め
ることが出来ます。

ⅱ）執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに、監査委員会に当該事実を報告することを規定した執行役会
規程を制定しています。

ⅲ）ⅰ）に関し、監査委員会に当該事実を報告したことを理由として報告した者が不利益な扱いを受けないよう内部通報制度運用規程に明記し、
管理することとします。

ⅳ）監査委員会は、会計監査人と定期的に協議を行い、適時報告を受けます。

ｄ. 監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社の監査委員から、その職務の執行について、費用の前払、支出した費用及び利息の償還、負担した債務の債権者に対する弁済等が請求さ
れた場合には、監査委員の職務の執行に不要であることが明らかでない限り、速やかにその請求に応じます。

ｅ. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ）代表執行役および会計監査人は、それぞれ監査委員と適宜会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査委員会による監査の環境整備の状
況、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表執行役、会計監査人および監査委員の間で相互認識を深めます。

ⅱ）監査委員は、執行役等の職務の執行の監督の目的から、経営にかかわる重要な会議に出席する機会を、また必要に応じて、議事録・会議資
料等を閲覧する機会を与えられます。



3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　執行役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、直ちに監査委員に当該事実を報告することを規定した執行役会規程を
制定しています。

4)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．経営の監督機能（取締役会）と業務執行機能（執行役）を分離し、執行役への大幅な権限移譲を行うことで、業務執行のスピードを向上させま
す。

ｂ．執行役の職務分掌、指揮命令系統、決裁権限等に関する規定を整備し、それらの明確化と周知徹底をします。

ｃ．全執行役で構成する執行役会議を定期的に開催し、効率性、有効性、妥当性などの検証を経て、業務執行に関する重要事項を決定します。

5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　社員は法令違反の隠蔽、意図的違反の議決、内部機密事項の漏洩が行われることを発見した時は、直ちに監査委員会または外部機関に当該
事実を報告しなければならない旨を、従業員服務規律に定めています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を図り、違法行為や反社会的行為には一
切関わらず、当社総務部門が警察等の外部専門機関との連携を図り、情報収集等を行い、反社会的勢力排除に取り組んでおります。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

特に定めておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜経営管理組織＞

　2023年４月13日開催の第46回定時株主総会において、取締役4名が選任され、同日開催の取締役会議において各委員会の委員が選任され就
任しました。（「経営上の意思決定、執行役及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況」に記載のとおり）です。

＜適時開示体制の概要＞

１．情報開示の基準

　当社は、株主・投資家に対して当社グループに対する理解を促進し、適正な評価に資するため、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める
「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」（以下「適時開示規則」という）に沿って、情報開示を行っております。

２．会社情報の適時開示に係る社内体制

(１)内部情報の管理

　1)内部情報については、内部監査担当者または管理部部長が情報の社内外への漏洩の防止に必要な措置をとるものとしております。

　2)情報の集約は、各会議体や各部門報告により執行役が入手します。情報の管理は管理部部長が行っております。

　3)執行役が入手した当社及び当社の子会社の内部情報は、適時開示規則における公表項目に該当するか否かを執行役会で審議いたします。
決定事実および決算情報については執行役会を経て取締役会へ報告し決議いたします。

(２)適時開示方法

　当社は金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則に沿った情報その他重要な情報について、東京証券取引所の提供するTD
net（適時開示情報開示システム）に迅速に登録いたします。登録した情報は、情報開示の「適時性」「公平性」の観点から、当社ホームページ上で
も迅速に公開いたします。





　社内取締役 桐渕真人

　社外取締役 森本美成

伊藤　拓

藤本明徳

　代表執行役 桐渕真人

　執行役 小田桐裕子

中北かとり
飛田留美子

　伊藤　拓・森本美成・
藤本明徳・桐渕真人

指名委員会

監査委員会

株主総会

取締役会

執行役会

報酬委員会

　藤本明徳・森本美成・
伊藤　拓

　森本美成・伊藤　拓・
藤本明徳



【参考資料「取締役および執行役　スキル・マトリックス】

各氏に期待される専門性のうち、主なものに〇印をつけております。 （2023/5月現在）

企業経営・
経営戦略

証券・
金融知識

マーケティン
グ

法務・
ガバナンス

営業・製造・
品質管理

会計・財務

取締役兼
代表執行役

桐渕真人 〇 〇

社外取締役 森本美成 〇 〇

社外取締役 伊藤　拓 〇

社外取締役 藤本明徳 〇

執行役 小田桐裕子 〇 〇

執行役 中北かとり 〇 〇

執行役 飛田留美子 〇 〇

役職 氏名

スキル・経験


